
第
九
十
六
条
第
二
項

都
道
府
県
の
知
事

指
定
市
の
長

指
定
市
以
外
の
市
の
長

第
一
条
の
七
第
二
項
の
表
第
十
九
条
第
二
項
、
第
十
九
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
六
条
第
一

項
、
第
七
十
六
条
、
第
九
十
六
条
第
二
項
の
項
中
「
第
九
十
六
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
同

表
第
九
十
六
条
第
三
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
十
六
条
第
二
項

都
道
府
県
の
知
事

町
村
の
長

第
一
条
の
七
第
三
項
の
表
第
九
十
六
条
第
二
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
十
六
条
第
二
項

又
は
市
町
村
で
あ
る
道
路
管
理

者

若
し
く
は
市
町
村
で
あ
る
道
路
管

理
者
又
は
指
定
市
以
外
の
市
町
村

又
は
当
該
市
町
村
の
長

若
し
く
は
当
該
市
町
村
の
長
又
は

当
該
指
定
市
以
外
の
市
町
村
の
長

都
道
府
県
で
あ
る
道
路
管
理
者

都
道
府
県
で
あ
る
道
路
管
理
者
又

は
指
定
市
以
外
の
市
町
村

第
三
十
九
条
第
二
項
第
五
号
中
「
第
九
十
六
条
第
二
項
前
段
又
は
第
三
項
前
段
」
を
「
第
九
十
六
条
第
二
項
若
し

く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
再
審
査
請
求
又
は
同
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

平成年月日 木曜日 (号外第号)官 報

（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
十
四
条

道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
の
表
第
十
八
条
第
二
項
、
第
二
十
条
第
五
項
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十

二
条
の
二
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
四
条
の
二
第
三
項
、
第
二
十
四
条
の
三
、
第
二
十
八
条

第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
、
第
三
十
九
条

の
二
第
一
項
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
九
条
の
四
、
第
三

十
九
条
の
五
、
第
三
十
九
条
の
六
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
三
十
九
条
の
七
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
条

第
二
項
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
四
条
第
一
項
、第
二
項
及
び
第
四
項
、

第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
八
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
第

（
弁
理
士
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
十
六
条

弁
理
士
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
第
九
号
中
「
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）」を「
行
政
不
服
審
査
法（
平

成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
規
定
」
に
改
め
、「
又
は
同
法
に
よ
る
異
議
申
立
て
に
係
る
異
議
申
立
書
」
を
削

る
。

第
十
一
章

国
土
交
通
省
関
係

（
水
害
予
防
組
合
職
員
賠
償
責
任
及
身
元
保
証
令
の
一
部
改
正
）

第
六
十
七
条

水
害
予
防
組
合
職
員
賠
償
責
任
及
身
元
保
証
令
（
明
治
四
十
一
年
勅
令
第
百
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

此
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
当
該
都
道
府
県
知
事
ハ
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
十

五
条
第
二
項
及
第
三
項
並
ニ
第
四
十
六
条
第
一
項
ノ
規
定
ノ
適
用
ニ
付
テ
ハ
管
理
者
ノ
上
級
行
政
庁
ト
看
做
ス

（
船
舶
安
全
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
十
八
条

船
舶
安
全
法
施
行
令
（
昭
和
九
年
勅
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
乃
至
第
三
項
」
を
「
乃
至
第
四
項
」
に
改
め
る
。

（
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
十
九
条

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
四
十
七
条
の
四
を
第
百
四
十
七
条
の
五
と
し
、
第
百
四
十
七
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
映
像
等
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
口
頭
審
査
）

第
百
四
十
七
条
の
四

法
第
九
十
四
条
第
三
項
の
口
頭
審
査
に
つ
い
て
は
、
行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
（
平
成
二
十

七
年
政
令
第
三
百
九
十
一
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
総
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
、「
国
土
交
通
省
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
十
条

道
路
運
送
車
両
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
七
項
の
表
法
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
六
十
三
条
第
四
項
並
び
に
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項

の
項
中
「
第
三
十
八
条
第
一
項
、」を
削
る
。

（
道
路
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
十
一
条

道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
七
第
一
項
の
表
第
十
三
条
第
四
項
、
第
五
十
三
条
第
二
項
、
第
九
十
六
条
第
三
項
の
項
中
「
、
第
九
十

六
条
第
三
項
」
を
削
り
、
同
表
第
十
九
条
第
二
項
、
第
十
九
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
六
条
第

一
項
、
第
七
十
六
条
、
第
九
十
六
条
第
二
項
の
項
中
「
第
九
十
六
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、

同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
十
二
条

土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
意
見
書
の
内
容
の
審
査
の
方
法
）

第
三
条
の
二

法
第
二
十
条
第
四
項
（
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。）又
は
第
五
十
一
条
の
八
第
四
項（
法
第
五
十
一
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第

三
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述
に
つ
い
て
は
行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政

令
第
三
百
九
十
一
号
）
第
八
条
の
規
定
を
、
法
第
二
十
条
第
四
項
又
は
第
五
十
一
条
の
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
に
つ
い
て
は
同
令
第
九
条
の
規
定
を
、

そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
八
条
及
び
第
九
条
中
「
審
理
員
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府

県
知
事
」
と
、
同
令
第
八
条
中
「
総
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
省
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
五
十
五
条
第
五
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述
に
つ
い
て
は
行
政

不
服
審
査
法
施
行
令
第
八
条
の
規
定
を
、
法
第
五
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十

七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
に
つ
い
て
は
同
令
第
九
条
の
規
定
を
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
令
第
八
条
及
び
第
九
条
中
「
審
理
員
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会
」
と
、
同

令
第
八
条
中
「
総
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
省
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

法
第
六
十
九
条
第
四
項
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）に

お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述
に
つ
い
て
は
行
政
不

服
審
査
法
施
行
令
第
八
条
の
規
定
を
、
法
第
六
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
七

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
に
つ
い
て
は
同
令
第
九
条
の
規
定
を
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
令
第
八
条
及
び
第
九
条
中
「
審
理
員
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
、同
令
第
八
条
中「
総

務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
省
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

法
第
七
十
一
条
の
三
第
九
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。）に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述
に
つ
い
て
は

行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
第
八
条
の
規
定
を
、
法
第
七
十
一
条
の
三
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査

法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
に
つ
い
て
は
同
令
第
九
条
の
規
定
を
、そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
八
条
及
び
第
九
条
中
「
審
理
員
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県

知
事
」
と
、
同
令
第
八
条
中
「
総
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
省
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
都
市
公
園
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
十
三
条

都
市
公
園
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
第
三
号
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
前
段
又
は
第
三
項
前
段
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
再
審
査
請
求
又
は
同
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。
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